
 

第 ７０ 号議案 

 

 

令 和 ４ 年 度 

 

吉田町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 



 



令和４年度吉田町一般会計補正予算（第４号） 

 

 令和４年度吉田町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００，２０６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，

６１４，２４３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表地方債補正」による。 

 

 

 

令和 ４ 年１２月 １ 日提出     

 

 

吉田町長 田 村 典 彦    
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  ( 歳入 ) ( 単位：千円 )

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 14 国庫支出金 1,792,948 2,498 1,795,446

  2 国庫補助金 863,404 2,498 865,902

 15 県支出金 850,586 990 851,576

  2 県補助金 399,392 990 400,382

 18 繰入金 765,482 90,918 856,400

  2 基金繰入金 748,731 90,918 839,649

 21 町債 319,479 5,800 325,279

  1 町債 319,479 5,800 325,279

                        歳        入     合        計                                 13,514,037 100,206 13,614,243

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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  ( 歳出 ) ( 単位：千円 )

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  1 議会費 95,544 1,545 97,089

  1 議会費 95,544 1,545 97,089

  2 総務費 1,843,376 11,952 1,855,328

  1 総務管理費 1,554,103 10,579 1,564,682

  2 徴税費 196,840 813 197,653

  3 戸籍住民基本台帳費 65,822 503 66,325

  4 選挙費 24,442 57 24,499

  3 民生費 3,486,239 19,457 3,505,696

  1 社会福祉費 1,543,994 7,095 1,551,089

  2 児童福祉費 1,942,038 12,362 1,954,400

  4 衛生費 2,183,640 60,692 2,244,332

  1 保健衛生費 2,183,640 60,692 2,244,332

  6 農林水産業費 325,059 612 325,671

  1 農業費 113,567 427 113,994

  3 水産業費 202,388 185 202,573

  7 商工費 222,908 463 223,371

  1 商工費 222,908 463 223,371

  8 土木費 1,353,640 1,097 1,354,737

  1 土木管理費 145,511 679 146,190

  4 都市計画費 831,063 418 831,481

  9 消防費 507,858 610 508,468

  1 消防費 507,858 610 508,468
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款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 10 教育費 1,093,058 3,778 1,096,836

  1 教育総務費 360,406 1,547 361,953

  2 小学校費 134,299 572 134,871

  3 中学校費 84,207 191 84,398

  4 社会教育費 289,205 1,120 290,325

  5 保健体育費 224,941 348 225,289

                          歳        出     合        計                                 13,514,037 100,206 13,614,243
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第２表   地  方  債  補  正 

 
１ 追加 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

 
道路災害復旧事業 

 
 河川災害復旧事業 
 
公園災害復旧事業 

 
 

千円 

4,400 

 

1,000 

 

400 

 
証書借入 

 
〃 
 

〃 

 
6.0％以内 

 
（ただし、利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金につい

て利率の見直しを行った後に

おいては、当該見直し後の利

率） 

 
政府から借り入れる場合は、その

融資条件により、銀行その他から借

り入れる場合は、据置期間を含めて

30 年以内に元利均等又は元金均等若

しくは元金不均等の方法をもって年

賦又は半年賦で償還する。 

 ただし、町財政の都合により繰上

償還し、償還期限を短縮し、又は借

換することができる。償還財源は、

一般歳入若しくはその他の収入をも

って支弁する。 
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